
○
有
線
電
気
通
信
設
備
令
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
郵
政
省
令
第
二
号
） 

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 

行 

 

（
地
中
電
線
） 

第
十
六
条 

令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
中
電
線
を
地
中
強
電
流
電
線
か
ら
同
条

に
規
定
す
る
距
離
に
お
い
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
地
中
電
線
と
地
中
強
電
流
電
線

と
の
間
に
堅
ろ
う
か
つ
耐
火
性
の
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
地
中
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の

承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

難
燃
性
の
防
護
被
覆
を
使
用
し
、
か
つ
、
次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合 

イ 

地
中
強
電
流
電
線
に
接
触
し
な
い
よ
う
に
設
置
す
る
場
合 

ロ 

地
中
強
電
流
電
線
の
電
圧
が
二
百
二
十
二
ボ
ル
ト
以
下
で
あ
る
場
合 

二 

導
体
が
光
フ
ァ
イ
バ
で
あ
る
場
合 

三 

ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
中
強
電
流
電
線
（
そ
の
電
圧
が
一
七
〇
、
〇

〇
〇
ボ
ル
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
と
の
離
隔
距
離
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
場
合 

 

（
地
中
電
線
） 

第
十
六
条 

令
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
地
中
電
線
を
地
中
強
電
流
電
線
か
ら
同
条

に
規
定
す
る
距
離
に
お
い
て
設
置
す
る
場
合
に
は
、
地
中
電
線
と
地
中
強
電
流
電
線

と
の
間
に
堅
ろ
う
か
つ
耐
火
性
の
隔
壁
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
地
中
強
電
流
電
線
の
設
置
者
の

承
諾
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

難
燃
性
の
防
護
被
覆
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
中
強
電
流
電
線
に
接
触
し
な
い
よ

う
に
設
置
す
る
場
合 

二 

導
体
が
光
フ
ァ
イ
バ
で
あ
る
場
合 

三 

ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
中
強
電
流
電
線
（
そ
の
電
圧
が
一
七
〇
、
〇

〇
〇
ボ
ル
ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
と
の
離
隔
距
離
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
な
る
よ
う
に
設
置
す
る
場
合 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（別紙１） 


